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編
集
長
Ａ　

年
末
が
押
し
迫
り
︑
二
〇

二
二
年
も
本
号
が
最
終
号
と
な
る
︒
年
末

定
番
と
な
っ
て
い
る
編
集
部
に
よ
る
座
談

会
形
式
の
﹁
商
事
法
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
﹂
を

本
年
も
お
届
け
し
た
い
︒
本
稿
で
は
︑
二

〇
二
二
年
の
法
令
改
正
等
の
動
向
と
そ
の

間
の
本
誌
と
当
会
の
取
組
み
を
紹
介
す

る
︒
読
者
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
︑
本
年

の
法
令
改
正
等
の
動
向
把
握
に
ご
活
用
い

た
だ
く
と
と
も
に
︑
本
誌
・
当
会
の
取
組

み
を
ご
確
認
い
た
だ
き
︑
来
年
も
引
き
続

き
ご
支
援
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

　

上
半
期
の
本
誌
と
当
会
の
取
組
み
に
つ

い
て
は
︑
本
稿
の
上
半
期
版
で
あ
る
﹁
上

半
期
ハ
イ
ラ
イ
ト
﹂︵
二
二
九
九
号
五
五

頁
︶
で
振
り
返
っ
て
い
る
の
で
こ
ち
ら
を

ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒
上
半
期
ハ
イ
ラ

イ
ト
は
当
会
Ｈ
Ｐ
で
一
般
に
も
公
開
し
て

い
る
︒
ま
た
︑
来
年
以
降
に
予
定
さ
れ
る

動
向
に
つ
い
て
は
︑
次
号
掲
載
予
定
の

﹁
二
〇
二
三
年
商
事
法
務
展
望
﹂
で
︑
各
官

公
庁
担
当
者
に
ご
紹
介
い
た
だ
く
予
定
で

あ
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
編
集
部
員
の
Ｂ
さ
ん
・
Ｃ

さ
ん
に
︑
本
年
下
半
期
の
法
令
改
正
等
の

動
向
の
振
り
返
り
と
と
も
に
関
連
す
る
論

稿
等
の
紹
介
を
行
っ
て
も
ら
お
う
︒
下
半

期
の
掲
載
記
事
等
に
は
①
以
下
の
番
号
を

付
す
こ
と
に
す
る
︒

　

さ
ら
に
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
き
れ
な
い

本
誌
定
期
欄
の
内
容
に
つ
い
て
は
図
表
１

を
参
照
い
た
だ
き
つ
つ
︑
当
会
Ｈ
Ｐ
で
ご

確
認
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

一　

は
じ
め
に

　

そ
し
て
︑
本
誌
で
は
毎
号
末
尾
に

ニ
ュ
ー
ス
欄
を
設
け
て
お
り
︑
各
号
の
刊

行
の
間
に
起
こ
っ
た
主
な
本
誌
関
連
テ
ー

マ
の
概
要
は
こ
こ
で
確
認
で
き
る

︵
ニ
ュ
ー
ス
欄
の
概
要
は
図
表
２
参
照
︶︒

下
半
期
の
法
令
改
正
等
の
動
向
を
網
羅
的

に
ま
と
め
た
図
表
３
で
は
︑
各
ニ
ュ
ー
ス

の
掲
載
号
も
記
載
し
て
お
く
の
で
︑
こ
ち

ら
も
下
半
期
の
振
り
返
り
に
ご
活
用
い
た

だ
き
た
い
︒

　

本
年
は
一
年
を
通
し
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
に
関
連
す
る
動
き
が
目
立
っ
て
い
た

の
で
︑
ま
ず
は
じ
め
に
そ
こ
か
ら
振
り

返
っ
て
も
ら
お
う
︒

　

編
集
部
員
Ｂ　

承
知
し
ま
し
た
︒

　

編
集
部
員
Ｃ　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
︒

　

Ｃ　

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て

は
︑
昨
年
六
月
に
再
改
訂
さ
れ
た
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド︵
以
下﹁
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ド
﹂
と
い
う
︶
で
も
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
よ
う
に
︑
近
年
︑
国
内
外
で
関

心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
て
︑
昨
年
も

武
井
一
浩
ほ
か﹁︿
連
載
﹀
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
委
員
会
の
実
務
〔Ⅰ〕
~
〔Ⅴ〕
﹂
二
二
七
〇

号
三
八
頁
~
二
二
七
三
号
四
五
頁
︑
二
二

七
九
号
五
〇
頁
︑
高
山
与
志
子
ほ
か
﹁
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経
営
と
取
締
役
会
〔上〕 

〔下〕

─
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ボ
ー
ド
の
時

代
へ
﹂
二
二
六
七
号
一
七
頁
︑
二
二
六
八

号
四
一
頁
と
い
っ
た
論
稿
を
掲
載
し
て
き

二 　

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連

目　
　

次

一　

は
じ
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に

二 　

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連

三　

主
な
法
令
改
正
等
と
関
連
記
事

１　

株
主
総
会

２　

会
社
法
等

３　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

４　

Ｍ
＆
Ａ
・
組
織
再
編
等

５　

会
計
監
査

６　

民
事
法
制

７　

司
法
判
断

８　

学
界

四　

お
わ
り
に

ま
し
た
︒

　

Ｃ　

本
年
に
入
っ
て
か
ら
は
ま
ず
︑
欧

州
委
員
会
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
指
令
案
の
公
表
︵
二
月
二
三
日
︶︑
Ｓ

Ｅ
Ｃ
︵
米
国
証
券
取
引
委
員
会
︶
に
よ
る

気
候
関
連
開
示
の
義
務
化
を
内
容
と
す
る

規
則
案
の
公
表
︵
三
月
二
一
日
︶︑
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ｂ
︵
国
際
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
審
議

会
︶
に
よ
る
全
般
的
な
要
求
事
項
︵
Ｓ
１

基
準
︶
お
よ
び
気
候
関
連
開
示
基
準
︵
Ｓ

２
基
準
︶
に
関
す
る
公
開
草
案
の
公
表

︵
三
月
三
一
日
︶
な
ど
国
際
的
な
動
向
が

注
目
を
集
め
ま
し
た
︒
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
︑
早
け

れ
ば
企
業
規
模
に
応
じ
て
二
〇
二
三
会
計

年
度
か
ら
段
階
的
に
適
用
開
始
予
定
と
し

て
い
ま
す
︒
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
二
〇
二
三
年
の

で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
Ｓ
１
基
準
︑
Ｓ

２
基
準
を
最
終
化
し
︑
同
年
の
上
半
期
に

は
今
後
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
が
開
発
す
る
基
準
の
優

先
順
位
を
決
定
す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
コ
ン

2022年2022年
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サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
予
定
と
さ

れ
て
い
ま
す
︒

　

国
内
で
は
︑
国
際
的
な
潮
流
に
対
応
す

る
よ
う
に
︑
七
月
一
日
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
基
準
委
員
会
（
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
︒
一
一
月
二
四
日
に
同
委
員

会
の
運
営
方
針
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
が
︑

わ
が
国
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開

示
基
準
の
開
発
︑
国
際
的
な
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
開
発
へ
の
貢
献
等
を

目
的
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
︒
今
後
︑
国
内
外
で
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
開
示
基
準
の
開
発
動
向
が
注
目
さ
れ

ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
六
月
か
ら
﹁
サ
ス
テ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
最
新
動
向

と
企
業
法
上
の
諸
論
点
﹂
を
テ
ー
マ
と
し

て
行
わ
れ
た
第
六
二
回
東
京
大
学
比
較
法

政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
を
も
と
に
し
た

連
載︵
神
作
裕
之﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
動
向
﹂
二
二
九
六

号
四
頁
︑
川
上
敏
寛
﹁﹃
知
財
・
無
形
資
産

ガ
バ
ナ
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹄
の
概
要
と

企
業
関
係
者
へ
の
示
唆
﹂
二
二
九
七
号
三

二
頁
︑
安
藤
聡
﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経

営
時
代
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

─
オ
ム
ロ
ン
に

お
け
る
統
合
的
経
営
の
取
組
み
﹂
二
二
九

八
号
三
二
頁
︶
を
開
始
し
て
い
ま
す
︒
同

連
載
で
は
︑
下
半
期
に
入
っ
て
か
ら
も
︑

企
業
に
よ
る
気
候
変
動
関
連
の
情
報
開
示

を
検
討
す
る
上
で
重
要
と
な
る
Ｔ
Ｃ
Ｆ
Ｄ

︵
気
候
関
連
財
務
情
報
開
示
タ
ス
ク

フ
ォ
ー
ス
︶
の
活
動
を
中
心
に
紹
介
す

る
︑
①
藤
村
武
宏
﹁
気
候
関
連
情
報
開
示

の
動
向
︵
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
の
開
示
も
含

め
て
︶﹂
二
二
九
九
号
二
七
頁
︑
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
に
関
す
る
重
要
立
法
で
あ
る
Ｐ
Ａ
Ｃ

Ｔ
Ｅ
法
の
制
定
後
の
動
向
を
解
説
す
る
②

石
川
真
衣
﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
企
業
法
制
の

最
新
動
向

─
二
〇
一
九
年
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ

法
と
そ
の
後
﹂
二
三
〇
〇
号
二
四
頁
︑
株

式
会
社
の
権
限
分
配
論
を
理
念
的
ア
プ

ロ
ー
チ
・
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
分
析

し
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
の
関
係
を
考

察
す
る
︑
③
松
井
秀
征
﹁
株
主
／
株
主
総

会
と
取
締
役
会︵
ボ
ー
ド
︶／
経
営
陣︵
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
︶
と
の
役
割
分
担
に
関
す
る

欧
米
の
法
制
と
日
本
へ
の
示
唆
﹂
二
三
〇

一
号
三
一
頁
に
加
え
て
︑
④
松
井
智
予
=

武
井
一
浩
=
神
作
裕
之﹁﹃
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
最
新
動
向
と
企
業

法
上
の
諸
論
点
﹄
各
報
告
に
対
す
る
コ
メ

ン
ト
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〔上〕 

〔下〕
﹂
二
三

〇
二
号
一
一
〇
頁
・
二
三
〇
四
号
四
四
頁

を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

　

さ
ら
に
︑
近
時
の
国
内
外
の
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
論
の
文
脈
や
今
後
の
課
題
等
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
る
︑
⑤
神
田
秀
樹
=

久
保
田
安
彦
﹁︿
対
談
﹀
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
を
深
く
理
解
す
る
﹂
二
三
〇
二
号
六

頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒

　

Ｃ　

本
年
六
月
一
三
日
に
︑﹁
金
融
審

議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

─
中
長
期
的
な
企

業
価
値
向
上
に
つ
な
が
る
資
本
市
場
の
構

築
に
向
け
て
﹂
が
公
表
さ
れ
︑
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
企
業
の
取
組
み
の
開

示
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
を
受
け
て

金
融
庁
は
︑
一
一
月
七
日
︑
有
価
証
券
報

告
書
等
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
改
正
を
行

う
た
め
︑
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

内
閣
府
令
等
の
改
正
案
お
よ
び
企
業
内
容

等
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
案
を
公
表

し
ま
し
た
︒
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証

券
報
告
書
等
か
ら
本
改
正
後
の
規
定
が
適

〔図表１〕　本誌定期欄の紹介
毎月５日号掲載
⃝実務問答会社法
　�　法律実務家が具体的な事例に基づき会社法実務上の重要論点
を検討。後藤元東京大学教授監修。
毎月15日号掲載
⃝商事法判例研究
　�　京都大学商法研究会の判例研究の成果を公表。前田雅弘，洲
崎博史，北村雅史京都大学教授監修。
⃝実務問答金商法（来年上期再開予定）
　�　法律実務家が具体的な事例に基づき金商法実務上の重要論点
を検討。飯田秀総東京大学准教授監修。
毎月25日号掲載
⃝米国会社・証取法判例研究
　�　神戸大学商事法研究会の研究成果を公表。
⃝新商事判例便覧
　�　法律実務家が，毎回４本の判例について判決要旨と実務上の
意義をコンパクトに紹介。
適宜掲載
⃝商事法務トピック
　�　時々の国内トピックを解説。
⃝海外情報
　�　時々の海外トピックを解説。
毎号掲載
⃝ニュース
　�　編集部が，毎号刊行直前の立案動向等のトピックを紹介。
⃝スクランブル
　�　時々のトピックを論評。

〔図表２〕　本誌ニュース欄掲載内容の紹介
毎号掲載
⃝ニュース
　�　各号直近の本誌関連トピックを整理して紹介。
⃝今後の掲載予定
　�　次号以降の掲載予定論稿や掲載予定テーマを紹介。
⃝あとがき
　�　編集部が本号の注目論稿等を紹介。
毎月５日号掲載
⃝月間日誌
　�　前月の本誌関連トピックを幅広く振り返り。
⃝定時株主総会の概況
　�　最新の定時株主総会の概況を紹介。
適宜掲載
⃝裁判情報
　�　注目される裁判例等の概要を速報的に紹介。
⃝企業情報
　�　�注目される個別企業に関する動向等の概要を速報的に紹介。
⃝ご案内
　�　当会・本誌からの案内事項を掲載。
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用
さ
れ
る
予
定
で
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑﹁
金
融
審
議
会
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
報
告
﹂
の
担
当
者
解
説
で
あ
る
︑
⑥
廣

川
斉
ほ
か﹁
金
融
審
議
会﹃
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
﹄
報
告

の
概
要
﹂
二
三
〇
〇
号
四
頁
︑
同
報
告
の

公
表
お
よ
び
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
開
示
基

準
策
定
の
進
展
を
踏
ま
え
て
︑
企
業
に
お

け
る
実
務
上
の
留
意
点
を
解
説
す
る
︑
⑦

安
井
桂
大
﹁
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
と
国
際
開
示
基

準
の
策
定
動
向
を
踏
ま
え
た
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
情
報
開
示
﹂
二
三
〇
一
号
四
五
頁

を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
当
会
で
は

会
員
解
説
会
と
し
て
︑
同
報
告
に
つ
い

て
︑
⑧
上
利
悟
史
﹁
金
融
審
議
会
﹃
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
﹄
報
告
の
概
要
﹂
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
配

信
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ　

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

に
関
し
て
は
︑
日
本
政
府
が
︑
九
月
一
三

日
︑﹁
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等

に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
﹂︵
以
下
﹁
人
権
Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
﹂
と
い
う
︶
を
策
定
・
公
表
し
た
こ
と

も
注
目
さ
れ
ま
す
︒
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
︑
企
業
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
意
義
と

企
業
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
な
取
組
み
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
日
本
に
お
け
る
人
権

Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
先
立
ち
︑

ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
の

内
容
︑
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

の
実
践
に
お
け
る
留
意
点
︑
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
動
向
を
解
説
す

る
︑
⑨
齋
藤
宏
一
﹁
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ

リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
践
〔上〕 

~
下
・
２

─
ビ
ジ

ネ
ス
と
人
権
の
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え

て
﹂
二
二
九
七
号
四
頁
~
二
三
〇
〇
号
三

六
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
⑩
﹁︿
ト

ピ
ッ
ク
﹀
政
府
︑﹃
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹄
を
策
定
﹂
二
三
〇
六

号
四
〇
頁
に
お
い
て
人
権
Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
紹
介
も
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ　

こ
れ
ら
以
外
に
も
︑﹁
サ
ス
テ
ナ

ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
有
識
者
会
議
第
二
次

報
告
書

─
持
続
可
能
な
新
し
い
社
会
を

切
り
拓
く
金
融
シ
ス
テ
ム
﹂︵
七
月
一
三

日
︶︑﹁
伊
藤
レ
ポ
ー
ト
三
・
〇
︵
Ｓ
Ｘ
版

伊
藤
レ
ポ
ー
ト
︶﹂︵
八
月
三
〇
日
︶︑﹁
価

値
協
創
ガ
イ
ダ
ン
ス
二
・
〇
﹂︵
八
月
三

〇
日
︶
と
い
っ
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に

関
連
し
た
報
告
書
等
が
公
表
さ
れ
て
い
ま

す
︒
さ
ら
に
︑﹁
イ
ン
パ
ク
ト
投
資
等
に
関

す
る
検
討
会
﹂︵
座
長
・
柳
川
範
之
東
京

大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
︒
一
〇

月
二
八
日
~
︶
で
は
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
の
向
上
に
向
け
た
企
業
の
取
組
み
や

事
業
創
出
を
さ
ら
に
促
す
べ
く
︑
環
境
・

社
会
的
な
効
果
︵
イ
ン
パ
ク
ト
︶
の
創
出

を
意
図
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
投
資
等
の
拡
大

に
向
け
た
方
策
に
つ
い
て
の
議
論
を
開
始

し
ま
し
た
︒﹁
非
財
務
情
報
の
開
示
指
針

研
究
会
﹂︵
座
長
・
北
川
哲
雄
青
山
学
院

大
学
名
誉
教
授
・
東
京
都
立
大
学
特
任
教

授
︶
の
下
に
設
置
さ
れ
た
﹁
サ
ス
テ
ナ
ブ

〔図表３〕�　下半期日誌─主な法令改正等
� （12月15日現在。号数は当該ニュースの掲載号）
７月
１日 東証，「『公正なM&Aの在り方に関する指針』を踏

まえた開示状況（2021年７月〜2022年６月）につい
て」を公表（2300号）

７日 東証ほか，2021年度株式分布状況調査の調査結果
（要約版）を公表（2300号）
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）の第１回会
議が開催される（2300号）

８日 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に
関する厚生労働省令等の改正が施行される（男女
の賃金の差異の公表義務づけ）

12日 金融庁，「ESG評価・データ提供機関等に係る専門
分科会報告書」を公表
金融庁，「金融機関における気候変動への対応につ
いての基本的な考え方」を公表

13日 金融庁，「サステナブルファイナンス有識者会議第
２次報告書」を公表（2301号）

15日 公認会計士・監査審査会，「令和４事務年度監査事
務所等モニタリング基本計画」を公表（2301号）

19日 経産省，「コーポレート・ガバナンス・システムに
関する実務指針（CGSガイドライン）」の再改訂を
公表（2301号）

22日 東証，「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』
の開示内容の分析」を公表

29日 東証，「市場区分の見直しに関するフォローアップ
会議」の第１回会議を開催（2302号）

８月
３日 「商業登記規則等の一部を改正する省令」（令和４

年法務省令第34号）が公布される（支店所在地にお
ける登記の廃止，株主総会資料の電子提供制度関
係）
経産省，「研究開発に係る無形資産価値の可視化研
究会」の第１回会議を開催
東証，「コーポレートガバナンス・コードへの対応
状況（2022年７月14日時点）」を公表（2302号）
東証，「英文開示実施状況調査集計レポート（2022
年７月）」を公表（2302号）

８日 経産省，「GOVERNANCE INNOVATION Ver.3:
アジャイル・ガバナンスの概要と現状」を公表

（2303号）
９日 経産省，「産業のGXに向けた資金供給の在り方に

関する研究会」の第1回会議を開催
18日 「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報

の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省
令」（令和４年法務省令第35号）が公布される（登
記事項証明書における会社代表者等の住所の非表
示等）（2304号）

24日 東証，「IPO等に関する見直しの方針について」を
公表

25日 米SEC，役員報酬と業績指標をまとめた情報を開
示することを国内上場企業に求めるルール案を採
択

26日 金融庁，日本銀行，「気候関連リスクに係る共通シ
ナリオに基づくシナリオ分析の試行的取組につい
て」を公表

30日 非財務情報可視化研究会，「人的資本可視化指針」
を公表（2305号）
経産省，「伊藤レポート3.0（SX版伊藤レポート）」，

「価値協創ガイダンス2.0」を公表（2305号）
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ル
な
企
業
価
値
創
造
に
向
け
た
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
関
連
デ
ー
タ
の
効
率
的
な
収
集

と
戦
略
的
活
用
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
﹂︵
一
二
月
一
三
日
~
︶
で
は
︑

企
業
価
値
に
関
連
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
関
連
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
等
に
関

し
て
︑
課
題
の
整
理
や
方
策
に
つ
い
て
の

検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　

Ａ　

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
議

論
は
来
年
以
降
も
継
続
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
︒
本
誌
に
お
い
て
も
動
向
を
注
視
し

て
情
報
発
信
を
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
︒

１　

株
主
総
会

　

Ｃ　

二
〇
二
二
年
の
株
主
総
会
は
︑
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
て
三
回
目
の
総
会
と
な
り
ま
す
が
︑
本

年
も
そ
の
影
響
か
ら
開
催
時
間
の
短
縮
や

規
模
の
縮
小
と
い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
ま

し
た
︒
さ
ら
に
︑
本
年
六
月
総
会
に
お
い

て
は
︑
過
去
最
高
の
七
六
社
で
株
主
提
案

が
な
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
︒
そ

の
特
徴
と
し
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
投
資
フ
ァ

ン
ド
か
ら
の
株
主
提
案
が
多
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
︑
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
活
動
が
目

立
ち
ま
す
︒
ま
た
︑
提
案
内
容
と
し
て
︑

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の
議
案
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
す
︒
株
主
提
案

の
動
向
に
つ
い
て
本
誌
で
は
︑
⑪
水
嶋
創

﹁
株
主
提
案
の
二
〇
二
二
年
動
向
と
来
年

以
降
の
展
望

─
東
証
プ
ラ
イ
ム
市
場
上

場
企
業
を
対
象
に
﹂
二
三
一
四
号
二
八
頁

を
掲
載
し
ま
し
た
︒

　

Ｂ　

二
〇
二
二
年
株
主
総
会
に
つ
い
て

は
︑
例
年
ど
お
り
︑
⑫
商
事
法
務
研
究
会

編
﹁
二
〇
二
二
年
版
株
主
総
会
白
書
﹂
二

三
一
二
号
を
刊
行
し
て
い
ま
す
︒
四
月
に

行
わ
れ
た
東
証
の
市
場
再
編
を
契
機
と
し

て
︑
本
年
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
対
象
を

全
国
の
上
場
会
社
に
拡
大
し
て
い
ま
す

が
︑
合
計
一
︑
九
一
七
社
か
ら
得
ら
れ
た

回
答
か
ら
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
や
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
の
実

施
状
況
等
の
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
︒
な
お
︑
こ
れ
ま
で
の
資
本
金
別

の
区
分
に
加
え
て
東
証
の
市
場
別
の
集
計

結
果
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
︑
市
場
ご

と
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
と

な
っ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
本
年
六
月
総
会
の
傾
向
や
建
設

的
な
対
話
の
取
組
み
を
紹
介
す
る
︑
⑬
中

川
雅
博
﹁
二
〇
二
二
年
六
月
総
会
を
振
り

返
っ
て
﹂
二
三
〇
一
号
五
四
頁
︑
買
収
防

衛
策
の
導
入
等
お
よ
び
議
決
権
行
使
状
況

を
分
析
す
る
︑
⑭
茂
木
美
樹
ほ
か
﹁
敵
対

的
買
収
防
衛
策
の
導
入
状
況
と
そ
の
動
向

─
二
〇
二
二
年
六
月
総
会
を
踏
ま
え

て
﹂
二
三
〇
九
号
三
九
頁
︑
⑮
依
馬
直
義

﹁
機
関
投
資
家
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
状

況

─
二
〇
二
二
年
六
月
総
会
を
振
り

三　

主
な
法
令
改
正
等
と
関
連
記
事

９月
６日 商事法務研究会，「商事法の電子化に関する研究会

（電子提供措置事項記載書面）における検討の結果
について」を公表（2305号）

12日 法制審議会総会の第196回会議が開催される（2306
号）

13日 政府，「責任あるサプライチェーン等における人権
尊重のためのガイドライン」を公表（2306号）
経産省，「デジタルガバナンス・コード2.0」を公
表（2306号）

16日 経産省，「『スピンオフ』の活用に関する手引」の改
訂を公表（2306号）

21日 日証協，「個人株主の動向について」を公表
日本商工会議所，「女性，外国人材の活躍に関する
調査」の集計結果を公表

22日 経産省，「サプライチェーン全体でのカーボン
ニュートラルに向けたカーボンフットプリントの
算定・検証等に関する検討会」の第１回会議を開
催
経産省，「対日M&A課題と活用事例に関する研究
会」の第１回会議を開催（2307号）
東証，「英文開示実践ハンドブック」を公表

26日 金融審議会「顧客本位タスクフォース」の第１回会
議が開催される（2307号）

29日 企業会計審議会総会・第９回会計部会が開催され
る（2307号）

30日 第50回金融審議会総会・第38回金融分科会合同会
合が開催される（2307号）
経産省，ウクライナ情勢に関する外為法に基づく
措置の実施を公表（輸出貿易管理令の一部を改正）
東証，市場区分の見直しに関するフォローアップ
に係る意見募集を開始（2307号）

10月
５日 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グ

ループ（令和４年度）」の第１回会議が開催される
（2308号）
経産省，「TCFDサミット2022」を開催
経産省，「研究開発型スタートアップの無形資産価
値の可視化に係る課題検討ワーキンググループ」
の第１回会議を開催

７日 法務省，会社法施行規則等の一部を改正する省令
案について意見募集を開始（2308号）

11日 「ビジネス・コート」が開庁
経団連，経団連サイバーセキュリティ経営宣言2.0
を公表

13日 金融庁，「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに
関する検討会」の第１回会議を開催

14日 法務省，「民事判決情報データベース化検討会」の
第１回会議を開催（2309号）

20日 公取委，「グリーン社会の実現に向けた事業者等の
活動に関するガイドライン検討会」の第１回会議
を開催

21日 全株懇，「電子提供制度における招集通知モデル
（電子提供措置事項の一部を含んだ一体型アクセ
ス通知）」、「書面交付請求対応指針」を公表（2309
号）

24日 金融庁，「監査法人のガバナンス・コードに関する
有識者検討会」の第６回会議を開催（2016年12月５
日ぶり）
JPX，「JPX上場会社ESG情報WEB（ベータ版）」
の公開開始
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返
っ
て
﹂
二
三
〇
一
号
四
三
頁
な
ど
も
掲

載
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ
さ
ん
の
紹
介
に
あ
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ビ

ス
ト
の
活
動
に
関
し
て
は
︑
実
態
調
査
と

そ
の
分
析
を
通
じ
︑
日
本
に
お
け
る
ア
ク

テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
︑
⑯

三
和
裕
美
子
=
山
田
剛
志
﹁
ア
ク
テ
ィ
ビ

ス
ト
の
活
動
と
情
報
漏
洩
の
リ
ス
ク
〔上〕 

〔下〕

─
株
主
と
の
対
話
お
よ
び
株
価
の
実
証

分
析
か
ら
み
る
わ
が
国
に
お
け
る
ア
ク

テ
ィ
ビ
ス
ト
活
動
の
問
題
点
﹂
二
三
〇
四

号
一
八
頁
・
二
三
〇
六
号
四
二
頁
を
掲
載

し
ま
し
た
︒

　

Ｃ　

法
令
改
正
と
の
関
係
で
は
︑
令
和

元
年
会
社
法
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
株

主
総
会
資
料
の
電
子
提
供
制
度
が
九
月
一

日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
︒
施
行
日
時
点
の

上
場
会
社
は
︑
二
〇
二
三
年
三
月
一
日
以

降
に
開
催
さ
れ
る
株
主
総
会
か
ら
同
制
度

が
適
用
さ
れ
ま
す
︒
同
制
度
に
関
し
て

は
︑
当
会
に
お
い
て
﹁
商
事
法
の
電
子
化

に
関
す
る
研
究
会
︵
電
子
提
供
措
置
事
項

記
載
書
面
︶﹂︵
座
長
・
藤
田
友
敬
東
京
大

学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
︶
を

立
ち
上
げ
︑
九
月
六
日
︑
書
面
交
付
請
求

を
し
た
株
主
に
交
付
す
る
電
子
提
供
措
置

事
項
記
載
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
事
項
を
拡
大
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

取
り
ま
と
め
文
書
を
公
表
し
ま
し
た
︒
一

〇
月
七
日
に
は
︑
電
子
提
供
措
置
事
項
記

載
書
面
に
記
載
を
要
し
な
い
事
項
等
を
見

直
す
﹁
会
社
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
案
﹂
が
公
表
さ
れ
︑
意
見
募

集
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　

株
主
総
会
資
料
の
電
子
提
供
制
度
の
適

用
開
始
に
向
け
て
︑
全
株
懇
は
︑
一
〇
月

二
一
日
︑﹁
電
子
提
供
制
度
に
お
け
る
招

集
通
知
モ
デ
ル
︵
電
子
提
供
措
置
事
項
の

一
部
を
含
ん
だ
一
体
型
ア
ク
セ
ス
通
知
︶﹂

お
よ
び
﹁
書
面
交
付
請
求
対
応
指
針
﹂
を

制
定
し
︑
一
一
月
四
日
に
は
︑﹁
電
子
提
供

制
度
の
実
務
対
応
﹂
に
関
す
る
提
案
書
を

公
表
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
経
団
連
は
︑
一

一
月
一
日
︑
電
子
提
供
制
度
へ
の
対
応
に

必
要
な
修
正
を
行
っ
た
﹁
会
社
法
施
行
規

則
及
び
会
社
計
算
規
則
に
よ
る
株
式
会
社

の
各
種
書
類
の
ひ
な
形︵
改
訂
版
︶﹂
を
公

表
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
電
子
提
供
制
度
へ
の

実
務
対
応
に
資
す
る
べ
く
︑
重
要
論
点
を

端
的
に
解
説
し
た
︑
⑰
渡
辺
邦
広
ほ
か

﹁︿
連
載
﹀
株
主
総
会
資
料
電
子
提
供
制
度

の
実
務
対
応
Ｑ
＆
Ａ
⑴
~
８
・
完
﹂
二
三
〇

〇
号
一
八
頁
~
二
三
一
三
号
四
七
頁
を
掲

載
し
ま
し
た
︒

　

来
年
総
会
に
向
け
て
は
︑
機
関
投
資
家

の
議
決
権
行
使
基
準
︑
投
票
行
動
等
に
つ

い
て
投
資
家
の
視
点
か
ら
論
じ
る
︑
⑱
井

口
譲
二
﹁
来
年
の
株
主
総
会
で
機
関
投
資

家
の
賛
同
を
得
る
た
め
に
﹂
二
二
九
九
号

一
五
頁
な
ど
も
掲
載
し
て
い
ま
す
︒
ま

た
︑
当
会
で
は
会
員
解
説
会
と
し
て
︑
⑲

中
川
雅
博
=
菊
地
伸
﹁
二
〇
二
二
年
定
時

株
主
総
会
の
総
括
と
二
〇
二
三
年
定
時
株

主
総
会
に
向
け
て
の
実
務
の
ポ
イ
ン
ト
﹂

を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
配
信
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ　

来
年
総
会
に
向
け
て
は
︑Institu-

tional Shareholder Services Inc.

︵
Ｉ
Ｓ

Ｓ
︶
が
︑
一
一
月
七
日
︑
二
〇
二
三
年
二

月
か
ら
施
行
す
る
各
国
の
議
決
権
行
使
助

言
方
針
︵
ポ
リ
シ
ー
︶
の
改
定
案
を
公
表

し
て
い
ま
す
︒
今
回
の
改
定
で
は
︑
日
本

を
含
め
た
全
市
場
を
対
象
に
︑
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
量
の
多
い
企
業
に
お
け
る
取
締

役
会
の
気
候
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関

す
る
ポ
リ
シ
ー
の
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
︒

　

Ａ　

来
年
の
総
会
準
備
に
向
け
た
実
務

対
応
を
解
説
す
る
︑
⑳
﹁︿
連
載
﹀
二
〇
二

三
年
株
主
総
会
の
実
務
対
応
﹂
も
開
始
し

て
い
る
の
で
ぜ
ひ
ご
確
認
い
た
だ
き
た

い
︒２　

会
社
法
等

　

Ｃ　

九
月
一
日
に
株
主
総
会
資
料
の
電

子
提
供
制
度
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
︑
令

和
元
年
改
正
会
社
法
は
す
べ
て
施
行
さ
れ

25日 東証，「株主の議決権行使に係る環境整備に関する
2022年６月総会の状況及び今後の動向について」
を公表（2309号）

28日 金融庁，「インパクト投資等に関する検討会」の第
１回会議を開催（2310号）

11月
１日 経団連，「会社法施行規則及び会社計算規則による

株式会社の各種書類のひな型（改訂版）」を公表
（2310号）
信託協会，「上場企業の株主総会における個人株主
等の議決権行使状況について」を公表

２日 金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える
制度のあり方等に関するワーキング・グループ」
の第１回会議が開催される（2310号）

４日 全株懇，「電子提供制度の実務対応」に関する提案
書を公表（2310号）

７日 金融庁，「企業内容等の開示に関する内閣府令」等
の改正案に関する意見募集を開始（2310号）
ISS，2023年版ISS議決権行使助言方針（ポリシー）
改定案を公表（2310号）

15日 日証協，「個人投資家の上場株式の投資単位に関す
る意識調査結果について」を公表

16日 経産省，「工場システムにおけるサイバー・フィジ
カル・セキュリティ対策ガイドラインVer 1.0」
を策定（2311号）

18日 経産省，「公正な買収の在り方に関する研究会」の
第１回会議を開催（2313号）

21日 日証協，「全国上場会社のエクイティファイナンス
の状況」を公表

24日 全株懇，「2022年度全株懇調査報告書」を公表
サステナビリティ基準委員会，「サステナビリティ
基準委員会の運営方針」を公表（2313号）

12月
２日 公認会計士協会，「公認会計士法改正に関連する協

会制度変更要綱」を公表
９日 金融審議会市場制度ワーキング・グループ，「顧客

本位タスクフォース」中間報告を公表
10日 民法等の一部を改正する法律が参議院で可決・成

立
13日 経産省，「サステナブルな企業価値創造に向けたサ

ステナビリティ関連データの効率的な収集と戦略
的活用に関するワーキング・グループ」の第１回
会議を開催

15日 企業会計審議会内部統制部会，内部統制報告制度
改訂の公開草案で意見募集を開始
金融庁，「ESG評価・データ提供機関に係る行動規
範」を公表
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た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
ま
た
︑
八
月
三
日
︑

支
店
所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
廃
止
︑
電

子
提
供
措
置
を
と
る
旨
の
定
款
の
定
め
の

登
記
事
項
化
等
を
内
容
と
す
る
﹁
商
業
登

記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
﹂

︵
令
和
四
年
法
務
省
令
第
三
四
号
︶
が
公

布
さ
れ
︑
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
研
究
者
と
実
務
家
が

ペ
ア
を
組
み
︑
会
社
法
︑
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
し
て
特
に
重
要
な
論
点
を
取
り
上
げ
︑

立
法
論
も
含
め
て
今
後
の
中
長
期
的
な
課

題
解
決
の
あ
り
方
を
論
じ
る
︑
㉑
﹁︿
連

載
﹀
会
社
法
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
課
題
﹂
二

三
〇
七
号
六
頁
~
二
三
一
四
号
一
五
頁
を

掲
載
し
ま
し
た
︒

　

㉒
澤
口
実
=
中
尾
匡
利
﹁
上
場
ベ
ネ

フ
ィ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
増
加
と

日
本
法
へ
の
示
唆
﹂
二
三
一
〇
号
四
頁
で

は
︑
欧
米
で
の
導
入
が
進
み
︑
六
月
七
日

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
﹁
新
し
い
資
本
主
義

の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
~

人
・
技
術
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
投
資

の
実
現
~
﹂
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い

る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
︑
米
国
の
状
況
お
よ
び
法
制
度
を

概
説
し
︑
立
法
的
手
当
て
も
含
め
て
日
本

へ
の
導
入
に
当
た
っ
て
の
論
点
を
検
討
し

て
い
ま
す
︒

３　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

　

Ｃ　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

し
て
は
︑
二
〇
二
一
年
六
月
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
の
再
改
訂
を
受
け
て
︑
同
年
一
一
月
か

ら
﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ

ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
）
研
究
会
（
第
三
期
）﹂

︵
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大
学
大
学
院

法
務
研
究
科
教
授
︶
が
開
催
さ
れ
︑
本
年

七
月
一
九
日
︑﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針

︵
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
︶﹂
の
改
訂
が
公

表
さ
れ
ま
し
た
︒﹁Society5.0

に
お
け
る

新
た
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
検
討
会
﹂
が

取
り
ま
と
め
た
「
ア
ジ
ャ
イ
ル
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
概
要
と
現
状
」
報
告
書
︵
八
月
八

日
︶
等
も
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
東
京
証
券
取
引
所
の
﹁
市
場
区

分
の
見
直
し
に
関
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

会
議
﹂︵
七
月
二
九
日
~
︶
で
は
︑
市
場
再

編
後
の
上
場
会
社
の
企
業
価
値
向
上
に
向

け
て
継
続
的
な
議
論
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
改
訂
を
受
け
て
︑
担
当
者
解
説
で
あ

る
︑
㉓
保
坂
泰
貴
ほ
か
﹁﹃
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

実
務
指
針︵
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
︶﹄
の

改
訂
の
解
説
﹂
二
三
〇
二
号
二
八
頁
を
掲

載
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
当
会
で
は
会
員
解

説
会
と
し
て
︑
㉔
安
藤
元
太
﹁
改
訂
Ｃ
Ｇ

Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
﹂
を
オ
ン
ラ
イ

ン
で
配
信
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
導
入
と
二
度
の
改
訂
を
経

て
︑﹁
形
式
か
ら
実
質
へ
﹂
と
日
本
企
業
の

意
識
・
行
動
が
進
展
し
て
き
た
中
で
︑

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か

ら
現
状
の
課
題
を
鋭
く
分
析
す
る
︑
㉕
松

田
千
恵
子
﹁
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
実
効
性
向
上
に
お
い
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

が
果
た
す
役
割
⑴
~
３
・
完
﹂
二
三
〇
一
号

四
頁
~
二
三
〇
四
号
二
七
頁
︑
取
締
役
会

の
さ
ら
な
る
機
能
向
上
に
向
け
た
検
討
を

行
う
︑
㉖
浜
田
宰
=
宮
之
原
あ
ず
さ
﹁
取

締
役
会
実
効
性
評
価
に
お
け
る
実
務
上
の

視
点

─
評
価
手
法
の
選
定
か
ら
改
善
策

の
策
定
・
実
行
ま
で
﹂
二
三
〇
六
号
二
四

頁
︑
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
役
員
報
酬
の

関
係
を
論
じ
る
︑
㉗
梶
嘉
春
ほ
か
﹁
Ｓ
Ｘ

時
代
の
役
員
報
酬
の
あ
り
方
﹂
二
三
一
〇

号
二
五
頁
も
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

　

さ
ら
に
︑
昨
年
に
続
い
て
︑
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
が
扱
う
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
︑
企
業
が

取
り
組
む
べ
き
理
由
と
具
体
的
な
取
組
み

を
紹
介
す
る
︑﹁︿
連
載
﹀
二
〇
二
二
年

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
現
在
地
﹂

二
三
〇
四
号
四
頁
以
下
を
掲
載
し
て
い
ま

す
︒
本
連
載
は
い
ず
れ
の
回
に
つ
い
て

も
︑
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
精
通

す
る
有
識
者
に
︑
ご
自
身
の
経
験
に
基
づ

く
言
葉
で
説
得
的
か
つ
簡
潔
に
各
テ
ー
マ

を
論
じ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
︒
本
年

は
︑
㉘
菊
池
勝
也
﹁﹃
資
本
コ
ス
ト
﹄
再

考
﹂
二
三
〇
四
号
四
頁
︑
㉙
倉
橋
雄
作﹁
社

外
取
締
役
の
実
効
性
を
い
か
に
評
価
す
る

か

─
﹃
対
話
﹄
と
﹃
協
働
﹄
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
﹂
二
三
〇
五
号
三
八
頁
︑
㉚
森
田
多

恵
子
﹁
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経
営
を
支
え

る
体
制
の
工
夫
﹂
二
三
〇
六
号
三
四
頁
︑

㉛
藏
本
祐
嗣
﹁
企
業
と
投
資
家
の
認
識

ギ
ャ
ッ
プ
と
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
の
経

営
力
強
化
の
取
組
み

─
企
業
と
投
資
家

の
建
設
的
で
効
率
的
な
対
話
の
た
め
に

⑴
﹂
二
三
〇
七
号
六
一
頁
︑
㉜
同
﹁
自
社

の
特
性
を
踏
ま
え
た
建
設
的
対
話
・
開
示

の
方
法

─
企
業
と
投
資
家
の
建
設
的
で

効
率
的
な
対
話
の
た
め
に
⑵
﹂
二
三
一
〇

号
三
六
頁
︑
㉝
蔵
元
左
近
﹁﹃
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹄
に
お
い
て
求
め

ら
れ
る
日
本
企
業
の
取
組
み

─
﹃
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
﹄
の
シ
ス
テ

ム
化
﹂
二
三
〇
八
号
四
〇
頁
︑
㉞
三
瓶
裕

喜
﹁
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
お
よ
び
事
業
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
﹂
二
三
〇
九
号
三

一
頁
︑
㉟
富
永
誠
一
﹁
取
締
役
会
事
務
局

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
へ
の

進
化

─
﹃
取
締
役
会
事
務
局
懇
話
会
﹄

の
テ
ー
マ
変
遷
か
ら
考
え
る
﹂
二
三
一
三

号
二
七
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒

　

Ｃ　

企
業
の
情
報
開
示
に
関
し
て
は
︑

新
し
い
資
本
主
義
実
現
会
議
の
非
財
務
情

報
可
視
化
研
究
会
が
︑
八
月
三
〇
日
︑
人

的
資
本
に
関
す
る
情
報
開
示
の
あ
り
方
に

つ
い
て
既
存
の
基
準
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

活
用
方
法
等
を
含
め
た
対
応
の
方
向
性
を

包
括
的
に
整
理
し
た
﹁
人
的
資
本
可
視
化

指
針
﹂
を
公
表
し
ま
し
た
︒
本
指
針
は
︑

﹁
人
材
版
伊
藤
レ
ポ
ー
ト
﹂︵
二
〇
二
〇
年

九
月
︶
お
よ
び
﹁
人
材
版
伊
藤
レ
ポ
ー
ト

二
・
〇
﹂︵
二
〇
二
二
年
五
月
︶﹂
と
併
せ

て
活
用
す
る
こ
と
で
︑
人
材
戦
略
の
実
践

︵
人
的
資
本
へ
の
投
資
︶
と
そ
の
可
視
化

の
相
乗
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
㊱
﹁︿
ト
ピ
ッ
ク
﹀
非

財
務
情
報
可
視
化
研
究
会
︑﹃
人
的
資
本

可
視
化
指
針
﹄
を
公
表
﹂
二
三
〇
五
号
五

五
頁
で
人
的
資
本
可
視
化
指
針
の
内
容
を

紹
介
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ　

ま
た
︑﹁
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

（
令
和
四
年
度
）﹂︵
座
長
・
神
田
秀
樹
学

習
院
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
︒
一

〇
月
五
日
~
︶
か
ら
本
年
六
月
に
公
表
さ

れ
た
﹁
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
﹂
を
踏
ま
え
今
後
︑

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
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が
改
正
さ
れ
︑
有
価
証
券
報
告
書
等
に
お

い
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
企
業

の
取
組
み
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は

先
ほ
ど
紹
介
し
た
と
お
り
で
す
が
︑
同
改

正
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

す
る
企
業
の
取
組
み
の
開
示
に
つ
い
て
も

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
︒
ま
た
︑
同
報
告

に
お
い
て
提
言
さ
れ
た
﹁
重
要
な
契
約
﹂

の
開
示
に
関
し
て
︑
特
に
﹁
企
業
・
株
主

間
の
合
意
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
実
務
対
応

を
解
説
す
る
︑
㊲
宮
下
央
﹁
企
業
・
株
主

間
合
意
の
有
価
証
券
報
告
書
開
示
に
関
す

る
実
務
的
検
討

─
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
を

受
け
て
﹂
二
三
〇
六
号
一
六
頁
を
掲
載
し

て
い
ま
す
︒
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
で
は
︑
同
報
告
書
を

踏
ま
え
︑
現
在
︑
金
融
商
品
取
引
法
上
の

四
半
期
報
告
書
を
廃
止
し
︑
取
引
所
規
則

に
基
づ
く
四
半
期
決
算
短
信
へ
の
一
本
化

を
具
体
化
す
る
た
め
の
課
題
等
に
つ
い
て

議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒

４　

Ｍ
＆
Ａ
・
組
織
再
編
等

　

Ｃ　

Ｍ
＆
Ａ
に
関
す
る
動
向
と
し
て

は
︑
経
済
産
業
省
が
︑
九
月
一
六
日
︑

﹁『
ス
ピ
ン
オ
フ
』
の
活
用
に
関
す
る
手

引
﹂
の
改
訂
を
公
表
し
て
い
ま
す
︒
本
手

引
は
︑
企
業
の
事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の

再
構
築
の
手
段
で
あ
る
ス
ピ
ン
オ
フ
に
関

す
る
税
制
︑
会
社
法
︑
金
融
商
品
取
引
法
︑

株
式
上
場
制
度
に
関
す
る
各
種
論
点
を
取

り
ま
と
め
た
も
の
で
︑
二
〇
一
八
年
三
月

に
は
じ
め
て
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
今

回
の
改
訂
で
は
︑
よ
り
使
い
勝
手
を
向
上

さ
せ
る
た
め
の
内
容
が
追
加
さ
れ
て
い
ま

す
︒

　

ま
た
︑﹁
公
正
な
買
収
の
在
り
方
に
関

す
る
研
究
会
﹂︵
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習

院
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
︒
一
一

月
一
八
日
~
︶
に
お
い
て
︑
買
収
に
関
す

る
当
事
者
の
行
動
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て

検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒
二
〇
二
三

年
春
頃
を
目
途
に
指
針
を
策
定
︵
ま
た
は

改
訂
︶
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
動

向
が
注
目
さ
れ
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
日
本
に
お
け
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ
ト
法
制
の
変
遷
を
確

認
す
る
と
と
も
に
実
証
分
析
を
通
じ
て
今

後
の
制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
︑
㊳
家

田
崇
=
川
本
真
哉
﹁
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ

ト
法
制
の
実
証
分
析
⑴
~
５
・
完
﹂
二
三
〇

五
号
二
六
頁
~
二
三
一
一
号
九
〇
頁
を
掲

載
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
Ｍ
＆
Ａ
に
お
け
る

買
収
価
格
の
根
拠
と
な
る
企
業
価
値
評
価

に
つ
い
て
︑
特
に
争
点
と
な
る
こ
と
の
多

い
現
預
金
と
不
動
産
に
焦
点
を
当
て
て
検

討
す
る
︑
㊴
鈴
木
一
功
=
吉
村
一
男
﹁
構

造
的
な
利
益
相
反
の
問
題
を
伴
う
Ｍ
＆
Ａ

と
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
〔上〕 
〔下〕

─
理
論
と

裁
判
か
ら
考
え
る
現
預
金
と
不
動
産
の
評

価
﹂
二
三
〇
八
号
四
頁
・
二
三
〇
九
号
四

七
頁
︑
証
券
監
督
者
国
際
機
構
︵
Ｉ
Ｏ
Ｓ

Ｃ
Ｏ
︶
と
国
際
評
価
基
準
委
員
会
︵
Ｉ
Ｖ

Ｓ
Ｃ
︶
が
一
〇
月
二
〇
日
に
発
表
し
た
協

力
声
明
を
読
み
解
き
︑
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
制
度
的
課
題
を
論
じ
る
︑
㊵
池
谷
誠

﹁
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
基
準
と
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
必
要
性

─
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
・

Ｉ
Ｖ
Ｓ
Ｃ
協
力
声
明
に
み
る
今
後
の
制
度

的
枠
組
み
の
方
向
性
﹂
二
三
一
三
号
四
四

頁
を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
外
国
投
資
家
に
よ
る
対
内
直
接

投
資
に
関
し
て
︑
㊶
大
川
信
太
郎
﹁
外
為

法
と
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト

─
日
本
企
業
は

外
為
法
を
用
い
て
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
に
対

し
て
何
が
で
き
る
か
﹂
二
三
〇
七
号
四
一

頁
︑
㊷
大
澤
大
﹁
外
国
資
本
の
受
入
れ
と

経
済
安
全
保
障
〔上〕 

〔下〕

─
日
本
企
業
に
求

め
ら
れ
る
検
討
﹂
二
三
一
三
号
一
七
頁
・

二
三
一
四
号
三
八
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒

５　

会
計
監
査

　

Ｃ　

会
計
監
査
に
つ
い
て
は
︑
公
認
会

計
士
・
監
査
審
査
会
が
︑
七
月
一
五
日
︑

﹁
令
和
四
事
務
年
度
監
査
事
務
所
等
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
基
本
計
画
﹂︑﹁
令
和
四
年
版
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
﹂
お
よ
び
﹁
監
査

事
務
所
検
査
結
果
事
例
集
︵
令
和
四
事
務

年
度
版
︶﹂
を
策
定
・
公
表
し
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
一
〇
月
二
四
日
に
再
開
さ
れ
た

﹁
監
査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に

関
す
る
有
識
者
検
討
会
﹂︵
座
長
・
八
田

進
二
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
・
大
原
大

学
院
大
学
会
計
研
究
科
教
授
︶
で
は
︑
監

査
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
見
直

し
に
つ
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
二
〇
二
一
年
三
月
期

か
ら
義
務
づ
け
ら
れ
た
金
融
商
品
取
引
法

に
基
づ
く
監
査
報
告
書
に
お
け
る
﹁
監
査

上
の
主
要
な
検
討
事
項（
Ｋ
Ａ
Ｍ
）﹂
の
現

状
と
課
題
︑
会
計
不
正
の
防
止
等
に
つ
い

て
︑
会
計
監
査
人
の
立
場
か
ら
議
論
し

た
︑
㊸
井
野
貴
章
ほ
か
﹁︿
座
談
会
﹀
近
時

の
会
計
監
査
制
度
の
課
題
と
解
決
策

─

監
査
人
か
ら
上
場
会
社
に
向
け
て
﹂
二
三

〇
五
号
四
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑

Ｃ
さ
ん
の
紹
介
に
あ
っ
た
﹁
令
和
四
事
務

年
度
監
査
事
務
所
等
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
基
本

計
画
﹂
等
の
概
要
を
紹
介
す
る
︑
㊹
八
木

原
栄
二
﹁
公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
に

お
け
る
最
近
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
活
動
﹂
二

三
〇
四
号
四
七
頁
︑
本
年
五
月
一
八
日
に

公
布
さ
れ
た
﹁
公
認
会
計
士
法
及
び
金
融

商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂

︵
上
場
会
社
等
の
監
査
に
係
る
登
録
制
度

の
導
入
等
︶
の
概
要
を
解
説
す
る
︑
㊺
鳥

屋
尾
大
介
﹁
公
認
会
計
士
法
の
一
部
改
正

の
概
要

─
令
和
四
年
法
律
第
四
一
号
﹂

二
二
九
九
号
四
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒

６　

民
事
法
制

　

Ｂ　

本
年
の
民
事
法
制
の
立
法
動
向
と

し
て
は
︑
五
月
一
八
日
︑
第
二
〇
八
回
通

常
国
会
に
お
い
て
︑﹁
民
事
訴
訟
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
が
成
立
し
︑
同

月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
法

律
は
︑
民
事
訴
訟
手
続
等
の
一
層
の
迅
速

化
お
よ
び
効
率
化
等
を
図
り
︑
民
事
裁
判

を
国
民
が
よ
り
利
用
し
や
す
い
も
の
と
す

る
観
点
か
ら
︑
民
事
訴
訟
法
等
の
見
直
し

を
行
う
も
の
で
︑
民
事
訴
訟
手
続
の
全
面

的
な
Ｉ
Ｔ
化
を
可
能
と
す
る
規
定
の
整
備

の
ほ
か
︑
当
事
者
の
申
出
に
よ
り
一
定
の

事
件
に
つ
い
て
一
定
の
期
間
内
に
審
理
を

終
え
て
判
決
を
行
う
手
続
の
創
設
や
︑
犯

罪
被
害
者
等
の
住
所
・
氏
名
等
の
秘
匿
制

度
の
創
設
︑
ウ
ェ
ブ
会
議
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
る
裁
判
上
の
離
婚
の
成
立
等
を
可

能
と
す
る
規
定
の
整
備
な
ど
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
︒

　

そ
の
ほ
か
︑
第
二
一
〇
回
臨
時
国
会
に

お
い
て
︑
一
二
月
一
〇
日
︑
無
戸
籍
者
問
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題
の
解
消
を
目
的
に
嫡
出
推
定
制
度
の
見

直
し
等
を
行
う
﹁
民
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
﹂
が
成
立
し
︑
同
月
一
六
日
に

公
布
さ
れ
ま
し
た
︒

　

Ｃ　

民
事
訴
訟
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い

て
は
︑
本
誌
で
は
㊻
﹁︿
ト
ピ
ッ
ク
﹀
民
事

訴
訟
法
等
改
正
法
が
成
立

─
民
事
訴
訟

手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
﹂
二
二
九
八
号
五
〇
頁
で

取
り
上
げ
る
と
と
も
に
︑
当
会
で
は
会
員

解
説
会
と
し
て
︑
㊼
脇
村
真
治
﹁
令
和
四

年
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
︵
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｔ
化
︶
の
解
説
﹂
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
配
信
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

そ
の
ほ
か
︑
民
事
法
制
に
関
連
し

て
︑
本
誌
で
は
︑
㊽
仲
卓
真
﹁
令
和
三
年

民
法
改
正
が
株
式
の
準
共
有
に
与
え
る
影

響
〔上〕 

〔下〕
﹂
二
三
〇
六
号
四
頁
・
二
三
〇
七

号
七
三
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑
当
会
で
は
会
員
解
説
会
と
し

て
︑
第
二
〇
八
回
通
常
国
会
に
お
い
て
五

月
二
五
日
に
成
立
し
た
消
費
者
契
約
法
と

消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
の
改
正
に
つ
い

て
︑
㊾
玉
置
貴
広
=
西
川
功
﹁
消
費
者
契

約
法
・
消
費
者
裁
判
手
続
特
例
法
の
基
礎

と
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
﹂
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

配
信
し
て
い
ま
す
︒

７　

司
法
判
断

　

Ｃ　

原
発
事
故
の
責
任
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
て
い
た
東
京
電
力
の
株
主
代
表
訴
訟

に
お
い
て
︑
東
京
地
裁
は
︑
七
月
一
三
日
︑

旧
経
営
陣
四
人
に
対
し
て
約
一
三
兆
三
︑

〇
〇
〇
億
円
あ
ま
り
の
賠
償
を
命
じ
る
判

決
を
下
し
ま
し
た
︒
本
件
は
︑
賠
償
金
額

の
高
さ
か
ら
大
き
な
注
目
を
集
め
ま
し

た
︒
本
誌
で
は
︑
㊿
﹁︿
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
﹀

東
京
電
力
代
表
訴
訟
第
一
審
判
決
の
示

唆
﹂
二
三
〇
五
号
五
八
頁
で
本
判
決
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
昨
年
は
︑
有
事
導
入
型
買
収
防

衛
策
に
基
づ
く
対
抗
措
置
に
関
す
る
司
法

判
断
が
注
目
を
集
め
た
年
で
し
た
が
︑
本

年
も
同
様
の
事
案
に
つ
い
て
訴
訟
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
︒
三
ッ
星
に
お
け
る
有
事

導
入
型
買
収
防
衛
策
に
基
づ
く
対
抗
措
置

の
差
止
め
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
案
で

は
︑
大
阪
地
裁
に
よ
り
そ
の
差
止
め
が
認

め
ら
れ
︑
そ
の
後
の
保
全
異
議
審
︑
保
全

抗
告
審
に
よ
っ
て
も
原
決
定
が
維
持
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
︑
七
月
二
八
日
︑
最
高
裁

が
許
可
抗
告
を
棄
却
す
る
決
定
を
行
い
ま

し
た
︒
本
事
案
は
︑
昨
年
の
東
京
機
械
製

作
所
に
お
け
る
有
事
導
入
型
買
収
防
衛
策

に
基
づ
く
対
抗
措
置
と
同
様
の
事
案
で
あ

り
な
が
ら
︑
結
論
は
反
対
に
な
っ
て
い
ま

す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
Ｃ
さ
ん
の
紹
介
に

あ
っ
た
有
事
導
入
型
買
収
防
衛
策
を
め
ぐ

る
三
ッ
星
の
事
案
に
つ
い
て
分
析
す
る
と

と
も
に
わ
が
国
に
お
け
る
大
量
保
有
報
告

制
度
の
課
題
を
検
討
す
る
︑
�
太
田
洋

﹁
三
ッ
星
事
件
の
各
決
定
に
関
す
る
分
析

と
検
討

─
日
本
版
ウ
ル
フ
・
パ
ッ
ク
が

突
き
付
け
る
課
題
﹂
二
三
〇
七
号
二
三
頁

を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑
こ
こ
一
年
の
司
法
判
断
全
般
に

関
し
て
は
︑
会
社
法
実
務
上
重
要
と
な
る

裁
判
例
を
紹
介
す
る
︑
�
仲
卓
真
﹁
令
和

三
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔上〕 

〔中〕 

〔下〕
﹂
二
三
〇
一
号
二
〇
頁
~
二
三
〇
三

号
六
八
頁
を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

　

Ｃ　

本
年
一
〇
月
に
は
︑
東
京
地
方
裁

判
所
の
専
門
部
で
あ
る
商
事
部
︑
倒
産
部

お
よ
び
知
的
財
産
権
部
と
知
的
財
産
高
等

裁
判
所
が
東
京
・
中
目
黒
の
新
庁
舎
に
移

転
し
︑﹁
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ー
ト
﹂
が
開
庁
し

ま
し
た
︒
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ー
ト
は
︑
ビ
ジ

ネ
ス
関
連
部
署
を
集
約
し
た
上
で
相
互
連

携
し
︑
ⅰ
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
効
率
性
︑

ⅱ
専
門
性
︑
ⅲ
国
際
性
の
充
実
・
強
化
に

よ
り
︑
利
用
者
の
期
待
に
応
え
る
新
し
い

裁
判
所
を
実
現
す
る
こ
と
が
コ
ン
セ
プ
ト

に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
会
社
法
関
連
事
件
を

中
心
に
︑
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ー
ト
の
コ
ン
セ

プ
ト
実
現
に
当
た
っ
て
の
課
題
と
展
望
を

座
談
会
︑
論
稿
の
形
で
取
り
上
げ
た
�

﹁
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ー
ト
開
庁
記
念
特
集
﹂

二
三
一
一
号
六
頁
を
掲
載
し
て
い
ま
す
︒

８　

学
界

　

Ａ　

最
後
に
︑
本
年
の
日
本
私
法
学

会
︑
商
事
法
務
研
究
会
賞
に
つ
い
て
も
紹

介
し
て
も
ら
い
た
い
︒

　

Ｃ　

一
〇
月
八
日
・
九
日
に
︑
甲
南
大

学
に
お
い
て
日
本
私
法
学
会
の
第
八
五
回

大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒
本
年
は
三
年

ぶ
り
に
リ
ア
ル
会
場
で
開
催
さ
れ
る
と
と

も
に
︑
オ
ン
ラ
イ
ン
も
併
用
し
た
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
開
催
と
な
り
ま
し
た
︒

　

ま
た
︑
当
会
は
︑
創
立
五
〇
周
年
を
記

念
し
て﹁
商
事
法
務
研
究
会
賞
﹂
を
設
け
︑

毎
年
︑
若
手
の
法
学
研
究
者
・
法
律
実
務

家
の
養
成
を
目
的
と
し
て
︑
学
術
的
に
特

に
優
れ
た
研
究
成
果
に
対
し
て
︑
褒
賞
金

を
贈
呈
し
︑
そ
の
功
績
を
表
彰
し
て
い
ま

す
︒
本
年
度
の
受
賞
作
は
︑
池
田
悠
太﹁
事

実
的
基
礎
と
し
て
の
意
思
と
そ
の
法
的
構

成

─
サ
レ
イ
ユ
民
法
学
に
お
け
る
法
学

的
な
も
の
㈠
~
十
・
完
﹂
法
学
協
会
雑
誌
一

三
七
巻
九
号
~
一
二
号
︑
一
三
八
巻
二
号

~
七
号
︵
二
〇
二
〇
~
二
〇
二
一
︶
と
な

り
ま
し
た
︒

　

Ｂ　

本
誌
で
は
︑
例
年
ど
お
り
︑
八
月

二
五
日
号
に
︑
�
尾
崎
安
央
ほ
か
﹁︿
日
本

私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
﹀
株
式
会

社
法
に
お
け
る
区
分
と
規
律
﹂
二
三
〇
三

号
四
頁
を
掲
載
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
�﹁
第

一
八
回
﹃
商
事
法
務
研
究
会
賞
﹄
受
賞
論

文
発
表
﹂
二
三
一
一
号
一
一
一
頁
も
掲
載

し
て
い
ま
す
︒

　

Ａ　

本
年
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
以
上
と
な

る
︒
お
忙
し
い
読
者
の
皆
様
に
お
か
れ
て

は
︑
ご
紹
介
し
た
各
記
事
を
読
み
込
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
も
ち
ろ
ん
あ
り
が
た
い

が
︑
気
に
な
っ
た
も
の
を
眺
め
て
い
た
だ

く
だ
け
で
も
嬉
し
い
︒
良
質
な
情
報
に

は
︑
眺
め
る
だ
け
で
も
何
か
心
に
残
る
も

の
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
経
験
の
繰
り
返

し
の
中
で
︑
本
誌
に
親
し
み
を
覚
え
て
い

た
だ
け
れ
ば
な
お
嬉
し
い
︒
来
年
も
そ
の

よ
う
な
良
質
な
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と

を
お
約
束
し
︑
本
年
の
締
め
の
ご
挨
拶
と

し
た
い
︒

四　

お
わ
り
に


